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雑

録

我
闘
古
代
目
財
政
と
仰
訟

動
二
十
三
容

(
第
二
娘
一
四
八
)

霜

言葉

る 0) ご

o m-は

政 t
の古
上 史
』二_1:

もの
大 ー
な大
る 事
J~ 11牛
耳躍で
を あ
興る空
へが=
fζ 、ー

もそ
の託
で 潜

め 11.'t

側
教
が
漸
〈
国
民
の
聞
に
信
仰
せ
ら
る
、
に
及
び
、

崇
峻
帝
以
後
に
於
て
邦
人
の
出
家
得
度
す
る
も
の
が
少

一
〈
な
か
っ
た
が
、
ぞ
れ
等
の
者
じ
は
一
部

ω献
役
念
品
児

一
、
ず
る
の
制
度
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
や
、
寺
院
保
護
の
た

上
古
氏
族
制
度
の
世
に
於
て
は
皇
室
の
領
有
せ
ら
る
一
切
に
、
朝
廷
に
於
て
は
寺
院
に
謝
し
て
之
れ
に
風
す
る

る
土
地
人
民
も
あ
れ
ば
、
地
方
南
部
族
の
傾
有
せ
る
土
地
一
民
戸
及
び
土
地
を
給
せ
ら
る
、
こ
ピ
麗
な
ち
し
が
た
め

人
民
も
ゐ
っ
た
o

而
し
て
天
皇
の
統
治
関
係
は
直
接
仁
一
仁
、
朝
廷
の
公
側
、
謀
戸
は
勢
ひ
減
少
せ

F
る
を
符
ぎ

は
皇
室
領
有
山
町
土
地
人
民
に
及
ぶ
の
み
で
あ
る
か
ら
、
了
。
こ
正
、
な
っ
た
。
加
之
皇
族
も
民
族
も
寺
院
に
土
地

こ
の
皇
室
飼
よ
h
ω
牧
穫
が
主
ご
し
て
皇
室
の
費
用
井
一
を
寄
附
し
、
寺
院
も
寺
聞
の
繍
張
に
カ
め
、
或
は
良
民

に
中
央
政
府

ω経
費
に
充
一
ー
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
一
e

佐
賀
ご
ち

τ寺
の
奴
排
正
す
る
こ
ピ
も
行
は
れ
た
の
で

側
地
に
於
り
る
田
和
夫
役
は
そ
め
領
主
の
手
に
入
旬
、
一
あ
る
か
ら
、
そ
れ
等
が
国
家

ω牧
入
仁
影
響
を
及
ぼ
し

僅
か
に
そ

ω一
貫
物
に
け
が
朝
廷
へ
牧
め
ら
れ
た
も
の
で
一
た
こ
ご
は
少
く
な
か
っ
た
ニ
ご
で
あ
ら
ち
。
一
見
に
仰
像

あ
る
。
事
情
か
〈
の
如
〈
で
あ
る
か
ら
、
皇
室
御
料
の
一
の
誌
作
や
寺
院
の
建
築

ω如
当
¥
戒
は
施
染
院
其
他
の

棺
減
は
帥
も
期
政
に
大
な
る
影
響
を
興
ふ
る
も
の
で
あ
一
救
他
事
業
等
の
如
吾
、
偶
数
の
弘
通
に
よ
っ

τ直
接
関

る

。

一

接

に

経

費

の

支

出

を

増

加

し

た

こ

ご

も

認

め

な

け

れ

ば

な
ら
ぬ
。
郎
も
牧
入
の
減
少
に
も
か
、
わ
ら
す
支
出
は

増
加
す
る
有
様
で
あ
る
か
ら
.
仰
品
棋
の
費
出
唱
が
我
闘
の

我
国
古
代
の
財
政
寸
」
仰
教

本

庄

柑

栄

治

郎

一一

欽
明
天
皇
の
正
き
以
来
仰
法
が
我
岡
に
侍
来
し
た
噂
』



財
政
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
咽
」
正
は
著
し
習
も
の
が
ゐ
る

こ
ご
を
信
也
ぎ
る
を
得
ぬ
。
殊
に
嘗
時
一
般
の
獄
況
は

貴
族
も
豪
族
も
次
第
仁
土
地
を
粂
併
L
K
る
た
め
、
私

傾
地
は
増
加
し
て
公
館
減
少
す
る
の
有
様
で
あ
っ
た
か

ら
、
財
政
は
究
第
に
窮
迫
な
る
紋
態
に
陥
る
に
至
っ

た
o
議
仁
於
て
か
何
等
か
の
手
段
を
以
て
財
政
の
改
革

を
行
は
古
る
可
ら
5
る
勢
Z
な
っ
た
が
、
こ
の
欽
勢
を

一
雄
せ
し
め
た
も
の
は
、
印
ら
大
化
の
改
新
で
め
っ

た
。
大
化
の
改
新
は
貨
に
こ
の
行
詰
れ
る
財
政
を
打
開

す
る
た
め
に
行
は
れ
た
も
の
己
云
へ
ゃ
う
。
否
少
〈
芭

も
そ
の
一
一
原
因
た
る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。

一一
一

大
化
の
改
新
は
(
一
)
会
闘
土
地
人
民
の
悲
有
を
禁
ヒ

て
こ
れ
を
公
有
正
し
つ
一
)
行
政
函
劃
を
改
定
l
交
通
の

制
度
を
整
へ
(
三
)
戸
籍
・
計
帳
班
回
収
授
の
法
を
定
め

(
四
)
琶
の
賦
役
を
罷
め
て
租
席
調
を
徴
牧
す
る
等
の
四

大
改
革
を
断
行
苫
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昨
日
に
於

τか
天

皇
の
統
治
関
係
は
直
接
に
全
国
の
土
地
人
民
仁
及
び
園

事
ピ
族
制
ご
は
そ
一
(
分
離
し
、
所
調
郡
勝
制
度
の
枇
舎

を
生
ず
る
こ
吉
、
な
っ
た
。
而
し
て
則
政
史
上
よ
り
之

難

録

世
間
古
代
山
一
財
政
主
働
敬

れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
郡
脈
制
度
の
擁
立
は
即
も
前
代
の

行
訪
れ
る
則
政
獄
態
を
打
開
し
、
確
乎
た
る
牧
入
訴
を

設
定
し
て
中
央
集
権
の
確
立
を
期
す
る
に
足
る
も
の
で

な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
化
改
新
の
四
大
政
綱
の
中
に
、

全
闘
の
土
地
人
民
を
公
有
正
し
、
従
来
の
賦
役
を
罷
め

て
新
に
租
府
調
の
徴
牧
を
確
立
せ
ら
れ
た
こ
ぜ
は
、
そ

の
用
意
の
存
す
る
蕗
を
見
る
に
足
る
o

か
(
て
一
度
ぴ

伸
張
し
た
る
財
政
も
天
卒
以
後
再
び
ま
た
窮
迫
を
告
「

る
に
至
っ
た
。四

前
期
に
於
て
働
裁
の
流
行
が
財
政
に
大
な
る
影
響
を

奥
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良
朝
に
於
て
は
殊
に
そ
の

弊
が
甚
し
か
っ
た
。
一
-
一
善
清
行
の
意
見
封
事
の
一
節
に

臼
〈
「
欽
明
文
皇
の
代
、
働
法
初
め
て
本
朝
に
縛
は
る
。

推
古
天
皇
以
後
、
此
数
盛
に
行
れ
、
上
は
群
日
常
郷
土
よ

り
下
は
諸
闘
の
務
民
に
至
る
ま
で
、
寺
塔
を
建
つ
る
ニ

ご
な
〈
ん
ば
人
数
に
刻
ね
守
、
故
に
資
産
を
傾
来

L
t

浮
闘
を
興
芯

L
競

τ四
国
を
拾
て
、
以
て
仰
地
J

」
錦

L
、
多
く
良
人
を
貰
て
以
て
寺
奴
ご
潟
す
。
降
て
天
卒

に
及
ん
で
捕
以
等
霊
山
で
ら
れ
、
遂
に
囚
闘
を
傾
け
多
〈

第
二
十
三
容

〔
停
ニ
蹴
一
四
九
)



I吋

雑

鍛

我
悶
古
代
目
肘
政
と
冊
敬

大
寺
を
建

τ北
堂
干
の
山
宗
主
、
仰
像
の
大
な
る
、
工
巧
莫
大
な
狐
で
あ
ち
、
そ
の
他
大
小
の
仰
像
、
堂
字
、
彩

の
妙
に
、
荘
厳
の
奇
な
る
F

旭
川
の
製
の
如
く
有
て
入
力
色
川
川
寄
り
費
用
、
木
材
北
(
他

ω
材
料
、
運
賃
、
人
夫
の

の
翁
す
に
非
る
に
似
た
h
o
又
七
道
諸
岡
を
し

τ因
分
一
賃
銭
等
を
計
算
し
金
額
を
以
て
換
算
し
た
な
ら
ば
、
驚

二
寺
を
出
品

τし
め
池
作

ω費
各
其
凶
M
W
E枕
を
用
ゅ
、
一
(
ぺ
き
巨
微
に
速
す
る
で
あ
ら
う
o

圭
た
印
刷
術
的
一
品
目

是
に
於
て
天
下
り
費
十
分
而
五
な
り
ν
正
天
平
年
間
師
一
途
せ
5
0
[
官
時
に
於
て
経
典
を
寄
寓
す
る
こ
ご
は
信

も
事
武
天
皇
の
凶
に
至
っ
て
仰
品
棋
の
た
め
に
図
併
を
燦
一
仰
心
を
揃
足
せ

L
h
u
る
上
に
於

τも
戒
は
仰
品
棋
の
弘
通

す
る
こ
ピ
の
甚
L
か
ち
じ
を
見
る
に
足
る
o

一
を
闘
る
上
に
於
ー
も
重
要
な
る
訪
楽
で
あ
っ
た
。
「
大

事
武
天
皇
井
に
と
明
皇
后
が
仰
殺
に
蹄
依
せ
ら
る
、
↑
日
本
古
文
詰
」
を
見
る
ご
到
る
彪
に
潟
怒
り
こ
正
一
が
あ

-
-
Z
特
に
同
h
r
h
し
ご
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
所
で
あ
る
一
ら
は
れ
て
を
b
、
そ
の
谷
蚊
は
驚
(
ぺ
き
多
数
に
上
つ

が
、
常
時
凶
H
7
土
寸
東
大
寺
其
他
の
蓮
倍
、
大
仙
北
日
他
州
一
た
こ
と
、
考
へ
ら
れ
る
が
、
天
卒
の
頃
に
は
潟
経
司
ピ

像
的
り
鋳
匙
、
経
典

ω
書
お
等
仁
よ
っ
て
捜
し
た
廃
の
も
一
い
ふ
役
所
が
ゐ
ワ

T
専
門
仁
潟
経
に
従
事
し
た
も
の
で

の
は
貨
に
莫
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
其
精
確
な
↑
あ
る
o

そ
れ
等
の
人
々
の
給
料
、
こ
れ
に
要
す
る
筆
紙

る
数
字
は
今
川
知
b
得
uF
る
蕗
で
め
る
が
、
東
大
寺
池
一
塁
等
少
か
ら
さ
る
掛
円
前
で
あ
る
。

径
の
さ
き
嬬
沖
峨
の
手
で
取
扱
っ
た
廷
に
付
で
も
二
部
一
亙

牧
ペ
り
州
持
制
土
守
仁
命

ιて
地
ら
せ
た
H
T
が
す
ぺ
て
三
官
両
以
上
の
外
、
或
は
施
染
院
悲
同
院
等
を
設
付
、
こ
れ

枚
、
此
外
各
蕗
で
作
っ
た
瓦
も
あ
る
で
め
ら
う
か
ら
、
一
J

封
戸
土
地
を
施
入
[
、
殊
に
仰
寺
に
封
戸
土
地
を
寄

克
だ
け
で
も
非
桁
な
敷
に
上
る
。
叉
大
仰
般
の
歩
廊
百
一
準
す
る
こ
正
は
成
行
は
れ
た
む
か
の
闘
分
寺
を
建
て
ら

十
六
聞
を
青
〈
塗
る
た
め
に
一
千
七
百
四
ト
斤
の
紘
青
一
れ
た
正
当
¥
俄
寺
に
封
戸
五
十
戸
水
田
五
十
町
、
尼
寺

ピ
六
百
十
七
斤
八
雨
の
勝
ど
が
要
っ
た
叫
大
仰
鈴
逃

ω
に
水
回
十
町
を
施
入
[
、
諸
闘
の
岡
税
四
蔦
束
を
割
い

た
め
の
材
料
は
熟
倒
、
銀
金
、
白
鋭
、
水
銀
、
木
炭
等
て
同
寺
仁
各
二
高
来
を
入
れ
、
刺
息
を
永
〈
浩
寺
の
胤

第
二
4
a
E
巻

(
第
三
焼

一
圧
の
}
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に
充

τし
め
た
如
、
き
叫
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
大
寺
併
重
の
小
塔
一
百
高
基
金
作
b
、
一
基
毎
仁
経
文
一
容
を

小
寺
も
土
地
を
占
的
、
ぞ
れ
が
次
第
に
増
加
す
る

ω
勢
簡
め
て
ト
岡
部
近
畿
の
十
大
寺
に
各
ト
高
基
寸
、
一
分
納
せ

で
あ
つ
に
か
ら
、
そ
山
山
総
額
は
並
大
な
る
も
の
が
め
る
一
ら
れ
た
o

こ
れ
所
謂
百
十
品
格
で
ゐ
る
。

で
あ
ら
う
o

殊
に
卑
武
天
皇
の
天
一
中
十
五
年
に
開
墾
地
一
六

の
私
布
を
許
さ
れ
て
以
来
、
寺
院
の
土
地
を
占
有
附
怨
一
か
〈
て
仰
款
の
興
院
己
共
に
我
岡
山
財
政
は
年
一
年

す
る
者
甚
に
多
〈
大
な
る
弊
容
を
生
中
る
に
至
つ
花
。
ご
窮
乏
に
陥
ら
古
る
を
得
な
か
っ
た

o
m口
知
育
博
-T

こ
、
に
於

τ孝
誠
天
皇
天
平
勝
賞
一
苅
年
七
月
諸
寺
の
袋
一
は
(
一
)
天
平
十
三
年
仁
藤
原
氏
が
紫
世
賜
ふ
所
の
食
封

岡
地
な
制
限
し
・
大
安
鈍
師
興
一
刷
大
倭
凶
内
法
華
寺
裕
一
五
千
戸
を
返
上
せ
ん
さ
-
願
出
で
だ
が
、
共
内
三
千
戸
を

闘
分
金
党
明
寺
に
限
h
寺
別
に
怨
回
一
千
町
.
大
倭
の
一
一
収
益
し
て
闘
分
寺
に
施
入
せ
し
こ
ご
(
二
)
諸
氏
よ
・
0
・奴

闘
分
金
光
明
寺
仁
は
四
千
町
一
冗
興
寺
に
は
二
千
町
弘
一
燥
を
徴
し
て
工
事
を
助
村
上
め
穴
る
こ
正
(
一
二
)
天
M
T
勝

一
刷
、
法
降
、
四
天
王
、
崇
師
、
新
鶏
帥
、
山
地
典
、
下
野
一
資
六
年
九
月

ω
勅
に
「
開
〈
な
ら
〈
諸
岡
山
内
等
利
潤
を

薬
師
寺
、
筑
紫
州
問
世
首
寺
は
寺
別
に
五
百
町
、
議
閣

ω
一
食
求
L
、
総
租
質
な
ら
中
、
悲
-
枕
欺
多
!
。
是
に
山
て

法
華
寺
は
寺
別
仁
四
百
町
、
自
伶
の
定
額
寺
別
に
-
百
一
百
姓
漸
〈
勢
れ
正
倉
頗
る
を

L
』
云
々
の
諦
め
る
こ
芭

町
ピ
せ
ら
れ
た
が
同
一
-
れ
に
よ
っ
て
見
る
も
寺
院
の
占
一
(
問
)
同
七
年
三
月
入
幡
神
宮
よ
り
封
戸
千
四
百
戸
、
水

有
せ
る
土
地
の
甚
仁
成
大
な
る
も
の
な

b
L
こ
己
は
明
一
回
一
百
町
を
返
納
し
た
る
こ
え
五
)
天
平
一
質
宇
元
年
一
稿

か
で
ゐ
る
o

而
し
て
寺
田
は
不
倫
机
凹
?
あ
り
、
花
怨
一
奈
良
一
腿
反
'f
謀
り
捕
へ
ら
れ
し

Ed、
東
大
す
炉
」
治
h
リ

回
も
後
に
は
組
を
聡
坦
い
る
に
至
っ
た
い
r
ら
こ
れ
等
り
一
人
民
百
辛
し
氏
々
の
人
亦
憂
を
鴻
す
ご
L

臼
サ
し
こ

Z
等

岡
地

ω増
加
が
財
政
に
大
な
る
影
響
を
臨
時
へ
た
こ
ど
は
一
よ

b
L
て
東
大
寺
創
立
の
結
果
財
政
困
難
正
な
b
、
人

レ
ム
迄
も
な
い
所
で
ゐ
る
o

民
ゆ
不
平
憂
慮
を
生
じ
た
る
こ
ご
を
断
じ
て
居
ら
れ

弐
代
本
謙
天
皇
も
仰
殺
を
倍
世
ら
る
、
こ

E
厚

f
一
ニ
る
回
翠
に
山
県
大
寺
大
仰
川
浩
替
の
み
な
ら
A
V

輝
代
将
仰

雑

鈎

我

岡

山

代

の

財

政

と

仰

訟

(

第

二

批

一

一

-

一

)

第
二
十
三
容
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雑

録

我
闘
古
代
の
尉
政
と
怖
敬

第
二
十
三
巷

一
五
ニ
)

~，、

(
熱
ユ
蹴

の
結
岡
市
財
政

ω
困
難
に
陥
っ
た
こ
と
は
明
が
で
あ
る
。
河
等
脆
代
の
天
皇
は
厚
f
働
法
を
信
告
ら
れ
た
が
、
殊

大
仰
は
枇
曾
史
上
よ
b
見
て
奴
隷
勢
力
の
慨
現
で
あ
る
に
白
河
仲
間
皇
は
堂
塔
伽
取
を
作
hJ
、
金
泥
的
一
切
経
を

が
、
財
政
史
上
よ
り
見
れ
ば
財
力
疲
弊
の
象
徴
で
あ
ら
一
書
官
却
し
、
諸
寺
の
供
養
に
も
盛
儀
を
極
め
ら
れ
た
が
、

ぅ

。

一

法

皇

が

胸

詫

古

れ

た

大

小

の

悌

査

は

五

千

四

百

七

十

除

t

一
闘
に
上
h
、
丈
六
の
仰
像
一
百
二
十
七
町
眠
、
等
身
以
下

平
安
朝
時
代
は
荘
園
の
援
達
せ
る
時
代
で
あ
る
o

賞
一
の
働
像
六
十
徐
艦
、
七
資
塔
二
十
一
基
、
小
塔
四
十
四

時
荘
園
寺
多
(
占
有
ゼ
る
も
の
は
典
掴
寺
園
城
苛
共
他
一
首
門
的
基
じ
上
っ
た
ご
い
ふ
。
そ
の
如
何
に
仰
殺
の
た
め

の
大
寺
t
b
b
、
中
央
の
藤
原
氏
で
あ
b
、
地
方
の
諸
一
に
裂
す
所
大
な
h
し
か
を
知
る
仁
足
る
。

家

族

で

あ

っ

た

。

宮

廷

自

ら

も

亦

土

地

の

閲

裂

に

カ

め

長

今

発

ら
れ
た
こ
正
が
少
(
な
い
。
初
め
は
荘
園
正
雄
、
祖
枕
一
之
を
要
す
る
に
我
図
上
古
王
制
時
代
に
於
て
は
仰
殺

を
納
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
賞
際
上
不
験
不
入
一
の
興
隆
が
財
政
に
影
響
を
典
へ
た
一
助
は
甚
だ
大
な
ゐ
も

の
地
己
な
っ
た
。
寺
院
が
多
く
の
荘
園
を
占
む
る
ゆ
」
ご
一
の
が
あ
る
己
思
ふ
o
勿
論
嘗
時
の
財
政
困
難
は
草
に
備

は
岡
庫
ゆ
牧
入
仁
影
響
を
奥
ふ
る
こ
さ
は
明
か
で
あ
一
款
の
た
め
の
み
に
ゐ
ら
宇
、
相
々
の
原
因
ゆ
存
す
る
慮

る

。

で

は

あ

る

が

、

備

品

叫

が

甚

に

大

な

る

分

け

前

を

有

す

る

三
善
治
行
の
意
見
封
事
の
中
に
は
天
下
の
人
民
三
分
一
こ
ご
は
否
む
を
待
5
る
所
で
あ
ら
う
。

の
こ
は
皆
是
れ
禿
首
の
者
な
り
ご
あ
る
が
、
こ
れ
は
形

を
借
侶
に
縫
じ
て
以
て
謀
役
を
弛
れ
ん
正
し
た
る
も
の

で
あ
っ
て
、
賞
時
一
般
の
通
弊
た
b
し
課
口
減
少
の
一

方
面
を
示
せ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
而

Lτ
平
安
朝
時

代
に
於
て
も
桓
武
・
嵯
峨
・
持
和
・
清
和
・
宇
多
・
回
融
・
白


